
 

 

○長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則 

平成５年３月31日 

規則第23号 

沿革 昭和46年４月規則第18号 

改正 平成12年12月28日規則第146号 

平成13年６月29日規則第76号 

平成17年５月10日規則第78号 

平成20年１月18日規則第５号 

平成25年１月25日規則第１号 

令和３年３月31日規則第37号 

令和５年３月31日規則第40号 

令和８年１月27日規則第9号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例（平成５年長崎

市条例第４号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（届出等） 

第２条 条例第１１条第１項の規定による届出は、附置駐車施設／設置／変更／届出書（第１号様

式）に、別表に掲げる図書（届け出た内容を変更しようとするときは、当該変更に係る図書）を

添付して行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による届出書を受理したときは、附置駐車施設／設置／変更／受理書（第

２号様式）に必要な事項を記載し、当該届出を行つた者に交付するものとする。 

３ 条例第１１条第２項の規定による届出は、附置駐車施設廃止届出書（第３号様式）によるもの

とする。 

（駐車施設の設置場所に係る附置の特例に関する基準） 

第３条 条例第１２条第２項に規定する市長が定める規模は、駐車台数10台以上とする。 

（駐車施設の設置場所に係る附置の特例の承認の申請） 

第４条 条例第１２条第３項の規定による承認を受けようとする者は、附置駐車施設／設置／変更

／特例承認申請書（第４号様式）に、別表に掲げる図書（承認を受けた内容を変更しようとする

ときは、当該変更に係る図書）を添付して、市長に提出しなければならない。この場合において、

建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者と駐車施設の所有者が異なるときは、

附置駐車施設使用承諾書（第５号様式）を添付しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合において、承認又は不承認の決定をしたとき

は、附置駐車施設／設置／変更／特例承認通知書（第６号様式）に、必要な事項を記載し、当該

申請書を提出した者に通知するものとする。 



 

 

（公共交通利用促進措置に係る駐車施設の附置の特例） 

第５条 条例第１３条第１項の規定により減ずることができる駐車施設の台数は、次の各号に掲げ

る建築物（百貨店その他の店舗の用途に供する部分のある建築物を除く。）に通勤する者（以下

「通勤者」という。）の総数に対する自家用自動車で通勤する通勤者の総数の割合（当該割合に

１パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合）に応じ、それぞれ当該各号に定

める台数とする。 

(1) 20パーセント以下 条例第４条又は第７条の規定により附置しなければならない駐車施設

の台数（以下「基準台数」という。）に0.2を乗じて得た台数（当該台数に１台未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた台数） 

(2) 21パーセント以上30パーセント以下 基準台数に0.1を乗じて得た台数（当該台数に１台未

満の端数があるときは、これを切り捨てた台数） 

（公共交通利用促進措置に係る駐車施設の附置の特例に係る手続） 

第６条 条例第１３条第２項の規定による承認を受けようとする者は、公共交通利用促進措置計画

（変更）承認申請書（第７号様式）に通勤者に対する公共交通機関の利用促進に資する措置の内

容が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書を受理した場合において、承認の決定をしたときは、公共交

通利用促進措置計画（変更）承認通知書（第８号様式）により通知するものとする。 

３ 条例第１３条第３項の規定による届出は、公共交通利用促進措置廃止届出書（第９号様式）に

よるものとする。 

４ 条例第１３条第４項の規定による報告は、毎年２月１日から３月31日までの間に、公共交通利

用促進措置報告書（第１０号様式）に通勤者の総数に対する自家用自動車で通勤する通勤者の総

数の割合が確認できる書類を添えて提出することにより行うものとする。 

（都市再生緊急整備地域に係る駐車施設の附置の特例） 

第７条 条例第１４条の規定により減ずることができる駐車施設の台数は、基準台数に0.1乗じて得

た台数（当該台数に１台未満の端数があるときは、これを切り捨てた台数）とする。 

（二輪車等駐車施設を附置する場合の駐車施設の附置の特例） 

第８条 条例第１５条の規定により減ずることができる駐車施設の台数は、設置する二輪車等（道

路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の

２に規定する自転車並びに同法第３条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車（側車付き

のものを除く。）をいう。以下この条において同じ。）のための駐車施設（二輪車等の駐車の用

に供する部分の規模が、駐車台数１台につき幅0.8メートル以上、奥行1.9メートル以上の駐車施

設に限る。）の台数を５で除して得た台数（当該台数に１台未満の端数があるときは、これを切

り捨てた台数）とする。 

 



 

 

（身分証明書） 

第９条 条例第１８条第２項に規定する証明書は、身分証明書（第１１号様式）とする。 

（措置命令書） 

第10条 条例第１９条第２項に規定する措置命令書は、第１２号様式とする。 

（委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年12月28日規則第146号） 

この規則は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成13年６月29日規則第76号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年５月10日規則第78号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年１月18日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年１月25日規則第１号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

(1) 第２条、第５条、第８条、第９条及び第10条の規定（長崎市地域生活支援事業実施規則別表

第１の改正規定を除く。） 平成25年４月１日 

附 則（令和３年３月31日規則第37号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、

所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和５年３月31日規則第40号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 



 

 

（経過措置） 

２ 改正前の長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則に定める様式に

よる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和８年１月２７日規則第９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第５条第１号の改正規定は、公布の日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則に定める様式に

よる用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 

別表（第２条、第４条関係） 

図書 縮尺 明示すべき事項 

建築

物 

付近見取図   方位、道路、目標となる物件、位置及び第6条の申請にあ

つては駐車施設との距離 

配置図 200分の1以上 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位

置及び届出又は承認に係る建築物と他の建築物との別、

駐車場整備地区及び都市計画法（昭和43年法律第100号）

第8条第1項第1号に規定する用途地域の境界線並びに敷

地に接する道路の位置及び幅員 

各階平面図 200分の1以上 縮尺、方位、間取り並びに各室の用途及び規模 

駐車

施設 

配置図 200分の1以上 縮尺、方位、敷地の境界線、規模、駐車施設の内外の車

路及びその幅員、当該車路が道路に接する出入口部分並

びに駐車施設の周辺の道路の状況 

各階平面図 200分の1以上 縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の車路

及びその幅員 

備考 条例第１０条に規定する特殊な装置を用いる駐車施設である場合は、当該装置の仕様を示

した図面及び国土交通大臣の認定を証する書類の写しを添付しなければならない。 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


